
令和４年11月５日

令和４年 第15回 南区選挙管理委員会 

議  題

１ 議 案 

  議案第74号 福岡市南区選挙管理委員の異動について 

議案第75号 選挙人名簿から抹消する者について 

  議案第76号 選挙人名簿に登録する者について 

  議案第77号 福岡市長選挙における投票管理者及びその職務代理者の選任について 

  議案第78号 福岡市長選挙における開票管理者及びその職務代理者の選任について 

  議案第79号 福岡市長選挙における期日前投票所の投票立会人の選任について 

  議案第80号 福岡市長選挙における投票立会人の選任について 

２ その他 

  今後の委員会開催予定日時について 

・令和４年 11月 ６日（日）午後 ６時 00分～

・令和４年 11月 17日（木）午後 ６時 00分～

・令和４年 11月 20日（日）午前 10時 00分～



議案第 74号 

福岡市南区選挙管理委員の異動について 

次のとおり、福岡市南区選挙管理委員に異動があった旨を告示するもの。 

  令和４年 11月５日 

    福岡市南区選挙管理委員会 

 委員長    光 安  力  

１ 退職 

住 所 氏  名 退 職 年 月 日 

中村 ひとみ 令和４年10月31日 

２ 就任 

住 所 氏  名 就 任 年 月 日 

土屋 和子 令和４年 11月１日 

【参考】 

福岡市区選挙管理委員会規程（抜粋） 

（委員の異動の手続） 

第６条 委員に異動があったときは、委員会は，直ちにその者の住所及び氏名

を告示しなければならない。 
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議案第75号 

選挙人名簿から抹消する者について 

選挙人名簿から次の者を抹消する。 

  令和４年11月５日 

福岡市南区選挙管理委員会 

  委員長   光 安  力 

１ 死亡により抹消する者の数 

131人 

２  市外へ転出後４箇月を経過したことにより抹消する者の数 

589人 

３ 抹消する者の氏名等 

別紙のとおり 

４ 抹消年月日 

令和４年11月５日 

（根拠） 

・議決及び告示  公職選挙法第28条の規定による。 
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議案第 76号 

選挙人名簿に登録する者について 

 令和４年11月５日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を、

次のとおり選挙人名簿に登録する。 

令和４年11月５日 

 福岡市南区選挙管理委員会 

 委員長   光 安  力 

１ 登録する者の数 

  1,788人 

２ 登録する者の氏名等 

別紙のとおり 

３ 登録年月日 

  令和４年11月５日 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第22条第３項の規定による。 
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南区

投票区

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

１ 大楠西 2,439 3,264 5,703 2 1 3 11 15 26 0 0 0 13 16 29 4 2 6 3 5 8 31 29 60 0 0 0 2,458 3,274 5,732

２ 大楠東 2,007 2,282 4,289 0 2 2 8 12 20 0 0 0 8 14 22 2 3 5 3 3 6 25 19 44 0 0 0 2,023 2,287 4,310

３ 西高宮 2,952 3,496 6,448 4 1 5 8 8 16 0 0 0 12 9 21 3 2 5 2 2 4 33 34 67 0 0 0 2,974 3,521 6,495

４ 長丘 3,853 4,659 8,512 3 3 6 11 10 21 0 0 0 14 13 27 3 2 5 2 3 5 30 17 47 0 0 0 3,870 4,662 8,532

５ 長住 3,146 4,015 7,161 3 1 4 8 6 14 0 0 0 11 7 18 6 5 11 2 5 7 24 12 36 0 0 0 3,163 4,020 7,183

６ 西長住 1,453 1,757 3,210 3 0 3 2 4 6 0 0 0 5 4 9 2 2 4 3 2 5 11 12 23 0 0 0 1,458 1,765 3,223

７ 西花畑 2,859 3,251 6,110 3 1 4 3 3 6 0 0 0 6 4 10 1 2 3 4 3 7 12 18 30 0 0 0 2,862 3,264 6,126

８ 皿山 1,929 2,253 4,182 1 1 2 6 5 11 0 0 0 7 6 13 4 6 10 0 3 3 7 10 17 0 0 0 1,933 2,260 4,193

９ 花畑第一 3,000 3,464 6,464 2 5 7 2 2 4 0 0 0 4 7 11 0 3 3 2 2 4 12 18 30 0 0 0 3,006 3,476 6,482

10 花畑第二 1,721 2,041 3,762 1 2 3 3 4 7 0 0 0 4 6 10 1 1 2 0 0 0 13 7 20 0 0 0 1,731 2,043 3,774

11 柏原 3,531 4,013 7,544 3 2 5 8 7 15 0 0 0 11 9 20 1 1 2 2 2 4 18 20 38 0 0 0 3,537 4,023 7,560

12 東花畑 2,350 2,755 5,105 2 3 5 4 3 7 0 0 0 6 6 12 0 0 0 1 2 3 10 14 24 0 0 0 2,353 2,761 5,114

13 野多目 4,274 5,138 9,412 4 3 7 7 10 17 0 0 0 11 13 24 6 6 12 1 2 3 32 26 58 0 0 0 4,300 5,155 9,455

14 三宅第一 3,438 3,827 7,265 2 1 3 12 3 15 0 0 0 14 4 18 0 1 1 3 6 9 27 28 55 0 0 0 3,448 3,846 7,294

15 三宅第二 3,299 4,252 7,551 1 2 3 18 14 32 0 0 0 19 16 35 9 6 15 2 4 6 54 55 109 0 0 0 3,341 4,293 7,634

16 筑紫丘第一 2,533 3,017 5,550 3 3 6 10 4 14 0 0 0 13 7 20 0 1 1 2 7 9 32 21 53 0 0 0 2,550 3,025 5,575

17 筑紫丘第二 1,178 1,388 2,566 1 0 1 3 1 4 0 0 0 4 1 5 1 2 3 0 0 0 10 12 22 0 0 0 1,185 1,401 2,586

18 東若久 2,952 3,336 6,288 0 3 3 3 6 9 0 0 0 3 9 12 3 3 6 1 0 1 29 17 46 0 0 0 2,980 3,347 6,327

19 若久 3,524 4,398 7,922 2 3 5 9 4 13 0 0 0 11 7 18 5 8 13 6 6 12 32 30 62 0 0 0 3,544 4,423 7,967

20 玉川第一 3,700 4,991 8,691 2 1 3 23 11 34 0 0 0 25 12 37 4 8 12 6 5 11 40 51 91 0 0 0 3,713 5,033 8,746

21 玉川第二 1,802 2,385 4,187 2 1 3 4 10 14 0 0 0 6 11 17 6 3 9 1 2 3 21 21 42 0 0 0 1,822 2,396 4,218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 84 131

22 玉川第三 3,209 3,519 6,728 1 2 3 9 12 21 0 0 0 10 14 24 4 3 7 6 2 8 45 34 79 0 0 0 3,242 3,540 6,782

23 塩原 3,242 3,921 7,163 1 1 2 10 11 21 0 0 0 11 12 23 4 3 7 6 3 9 31 44 75 0 0 0 3,260 3,953 7,213

24 宮竹第一 3,303 3,491 6,794 2 3 5 13 13 26 0 0 0 15 16 31 4 1 5 4 5 9 37 40 77 0 0 0 3,325 3,511 6,836

25 宮竹第二 2,029 2,053 4,082 1 0 1 10 5 15 0 0 0 11 5 16 3 3 6 2 1 3 18 25 43 0 0 0 2,037 2,075 4,112

26 高木 1,943 2,112 4,055 1 0 1 6 8 14 0 0 0 7 8 15 2 2 4 2 4 6 31 20 51 0 0 0 1,967 2,122 4,089

27 井尻第一 1,046 1,109 2,155 3 0 3 10 5 15 0 0 0 13 5 18 5 5 10 1 2 3 11 12 23 0 0 0 1,048 1,119 2,167

28 井尻第二 1,154 1,341 2,495 0 0 0 9 8 17 0 0 0 9 8 17 2 1 3 4 4 8 16 22 38 0 0 0 1,159 1,352 2,511

29 曰佐 2,922 3,140 6,062 2 1 3 9 5 14 0 0 0 11 6 17 7 9 16 2 2 4 27 21 48 0 0 0 2,943 3,162 6,105

30 大池 1,753 2,081 3,834 2 0 2 6 4 10 0 0 0 8 4 12 3 2 5 1 3 4 14 16 30 0 0 0 1,761 2,092 3,853

31 寺塚 1,972 2,452 4,424 3 1 4 2 3 5 0 0 0 5 4 9 3 3 6 0 0 0 16 13 29 0 0 0 1,986 2,464 4,450

32 東高宮 3,836 5,205 9,041 0 3 3 5 19 24 0 0 0 5 22 27 2 4 6 3 7 38 46 84 0 0 0 3,867 5,230 9,097

33 横手 3,334 3,653 6,987 2 1 3 19 15 34 0 0 0 21 16 37 6 7 13 2 5 7 34 38 72 0 0 0 3,351 3,677 7,028

34 鶴田 2,783 3,151 5,934 2 3 5 5 8 13 0 0 0 7 11 18 0 1 1 0 0 0 14 19 33 0 0 0 2,790 3,160 5,950

35 老司 3,271 3,832 7,103 2 1 3 8 8 16 0 0 0 10 9 19 2 3 5 2 3 5 24 23 47 0 0 0 3,285 3,846 7,131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12

36 弥永 2,323 2,774 5,097 2 3 5 11 8 19 0 0 0 13 11 24 2 1 3 2 1 3 17 13 30 0 0 0 2,327 2,776 5,103

37 弥永西 3,311 3,637 6,948 2 3 5 11 9 20 0 0 0 13 12 25 1 1 2 2 4 6 32 23 55 0 0 0 3,329 3,645 6,974

      計 99,371 117,453 216,824 70 61 131 306 283 589 0 0 0 376 344 720 111 116 227 86 106 192 908 880 1,788 0 0 0 99,928 117,999 217,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 90 143

選挙人名簿登録者数調
令和4年10月25日 抹　　　　　　消 移　　替 年 月 日ま 令和4年11月5日 在 外 選 挙 人　登 録 者 数

登　録　者　数 死亡 転出
在外選挙人名簿に登録

移転
抹消者計 登録

　　※玉川第二を指定在外選挙投票区に指定
　　　　　　　　　　 　　（法30条の３②）
      (福岡県第２区の選挙区に属する区域)

　　※老司を指定在外選挙投票区に指定
　　　　　　　　　　 　　（法30条の３②）
      (福岡県第５区の選挙区に属する区域)

新規登録者数 移転登録者数 抹消者数 登 録 者 数
抹消 新規登録者数 での補正登録 登　録　者　数
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議案第77号 

 

   福岡市長選挙における投票管理者及びその職務代理者の選任について 

 

 令和４年11月20日執行予定の福岡市長選挙における南区の各投票区の投票管

理者及びその職務代理者を次のように選任し、告示する。 

 

  令和４年11月５日 

 

                       福岡市南区選挙管理委員会 

                        委員長 光 安  力 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第37条第２項及び同法施行令第24条第１項の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第25条の規定による。 
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議案第78号 

 福岡市長選挙における開票管理者及びその職務代理者の選任について 

 令和４年11月20日執行予定の福岡市長選挙における南区開票区の開票管理者

及びその職務代理者を次のように選任し、告示する。 

  令和４年11月５日 

 福岡市南区選挙管理委員会 

  委員長  光 安  力 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第61条第２項及び同法施行令第67条第１項の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第68条の規定による。 
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議案第79号 

 福岡市長選挙における期日前投票所の投票立会人の選任について 

 令和４年11月20日執行予定の福岡市長選挙における南区の期日前投票所の投

票立会人を次のように選任する。 

  令和４年11月５日 

 福岡市南区選挙管理委員会 

  委員長  光 安  力 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第48条の２第５項による読替後の第38条第１項の規定に 

よる。 
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議案第80号 

 福岡市長選挙における投票立会人の選任について 

 令和４年11月20日執行予定の福岡市長選挙における南区の各投票区の投票立

会人を次のように選任する。 

  令和４年11月５日 

 福岡市南区選挙管理委員会 

  委員長  光 安  力 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第38条第１項の規定による。 
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